
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  税務調査が終了した場合 

Ｑ：税制が改正され、税務調査が終了した

場合の取扱いが変わるそうですが、どのよう

になるのですか？ 

 

Ａ：申告内容を是認する場合と申告内容に

非違があった場合で、それぞれ次のように変

更されます。 

【解説】 

国税通則法の改正により、税務調査の手続

きが平成25年１月から次のように改正になり

ます。 

税務調査が終了になった場合の改正は、そ

の調査が申告是認なのか、申告内容に非違が

あるのかによってそれぞれ次のように取り扱

われることとなっています。 

 ①申告是認の場合 

  申告に間違いが認められない場合は、税務

署長等は更正決定等をすべきと認められない

旨を納税者に対し、書面で通知することとな

りました。ただし、是認された場合であって

も、その後新たに得られた情報に照らし非違

があると認められるときは、再度、税務調査

をすることができることとされています。 

 ②申告に非違があった場合 

  申告内容に非違があった場合は、税務署長

等は更正決定等をすべきと認めた額及び更正

決定等の理由といった税務調査の結果の内容

を納税義務者に説明することとされました。

そして、修正申告等を奨励する場合には、不

服申立てはできないが更正の請求はできる旨

を説明するとともに、この事を記載した書面

を交付しなければならないこととされました。 
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